＜地域の健康づくり推進事業　対象経費確認表＞

委託金の対象となる経費は、地域の健康づくり推進事業委託要綱に基づき、住民の健康の維持及び増進のために直接必要な以下の項目に限ります。また、対象経費として認められないものもありますので、必ずご確認ください。
注意！！R7年度までと大きく変更しております。ご確認ください。

	項目
	名目
	具体例
	★認められないもの★

	需要費
	消耗品費
	· 文具類や事務用用紙
· 事業で使用する手指消毒剤など感染予防対策品
· 健康づくり関連パンフレット購入費
· 健康測定器具購入費
· 事業内で定期的に使用するボッチャの用品など
· 調理実習用　材料費
	· 事業に係る参加賞
· 食料費全般(軽微な茶菓子も×)
· アルコール類、金券等
· 事業に関係のない消耗品
· 事業に関係のない備品、教材購入費
· 衣装代

	
	印刷製本費
	· 健康づくり関連のパンフレットやポスターの印刷代
· 事業記録用フィルム
	· 事業に関係のない印刷製本費

	
	燃料費
	· 借上施設のストーブ用灯油代
· 事業開催に係る講師送迎等の車のガソリン代
	· 事業に関係のない燃料費

	
	光熱費
	· 借上げ施設の電気、ガス代、水道代
	· 事業に関係のない光熱費

	会場使用料
・賃借料
	使用料
	· 事業、会議等に係る会場の使用料

	· 個人負担で可能な施設使用料（入湯料、入園料、個人のゲーム代、ボーリング靴代等）
· 事業に関係のない使用料
· タクシーやバスの乗車料

	講師派遣等の謝金
	講師謝金
	· 事業開催に係る講師への謝礼

＜金額について＞
· 直接講師を依頼し、実施した経費
	· 事業に関係のない講師謝金




	その他
	役務費
	· 切手代、送料
	· 事業に関係のない郵便料金や電話代など

	
	保険代
	· 事業開催日の傷害保険料
	· 事業に関係のない個人の保険料





※１　事業等で支出したレシートや領収証は、事業単位でまとめ、内容が明確になるようお願い致します。
※２　領収証やレシート・伝票には、購入品目や領収元または出金元が明確に記されている必要があり、不備がある場合は無効となります。
※３　レシートや領収証のないものは対象経費として認められないため、請求書提出まで紛失しないよう保管してください。
※４　町会で出金伝票を作成する場合、領収印として町会長の押印をお願い致します。なお、出金伝票は冷暖房や光熱費等の使用料及び会場使用料のみを対象といたします。
※５　その他定めの無い事項または委託内容等に疑義が生じた場合には、都度協議のうえ取り決めるものとします。


[image: 抽象, 挿絵 が含まれている画像

AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]
「三郷市キャラクター かいちゃん＆つぶちゃん」
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